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Honda ワンメイクレース事務局は、2016 N-ONE OWNER’S CUP Rd.13 および FINAL における 大会罰則に関し、

以下のドライバーに同特別規則 ３・１７・１ による HORS ペナルティを科す。 

 

 

 

 

#66 高橋 純子 

Rd.13 大会罰則 

富士スピードウェイ一般競技規則 第 5 章第 16 条 5．(1)①（他車への 

衝突行為）違反により、競技結果に対し 30 秒加算のペナルティを科し 

た。 

HORS ペナルティ 訓戒を科す。 

 

 

 

 

#111 野島 詳久 

FINAL 大会罰則 
ツインリンクもてぎ四輪一般競技規則 第 30 条 妨害行為 ～4）①に 

より、競技結果に 30 秒加算の罰則を科したが、リタイアの為未消化。 

HORS ペナルティ ドライバーシリーズポイント 20%の減算および訓戒を科す。 
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